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対象者について 

 

  以下の要件を全て満たす方が対象となります。 

  ① 主たる生計維持者の市民税が非課税であること 

    （同敷地内に居住する世帯も含む。また、税法上の被扶養者となっている場合、扶養者が

非課税であること。） 

  ② 介護保険法第２７条の要介護認定が「４」又は「５」であること 

  ③ ②の認定後、生活介護を３か月以上継続して受けていること 

 

申請に必要な書類 

 

必

須

書

類 

□ 受給者証交付申請書  

□ 状況調査書（受給者用）  

□ 状況調査書（親族用） ①の根拠 

□ 介護保険証 ②の根拠 

必

要

に

応

じ

て 

□ 
非課税証明書の写し 

（転入、扶養者（市外）が非課税の場合のみ） 
①の根拠 

□ 
介護サービスを受けていることを証明するもの 

（領収書等） 
③の根拠 

 

案内チラシ 

【問合せ先】 

北名古屋市役所 国保医療課 医療担当（１階 ②番窓口） 

電話０５６８－２２－１１１１ 


